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三
沢
電
気
工
事
業
協
同
組
合(

河

野
豊
理
事
長)

は
５
月
10
日
、｢

地

域
の
防
犯
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い｣

と
、
野
辺
地
町
に
防
犯
用
の
ナ
ト
リ

ウ
ム
灯
２
基
を
寄
贈
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
同
組
合
員
の
木
村
齊
さ

ん
と
松
浦
哲
雄
さ
ん
が
、
町
長
室
を

訪
れ
目
録
を
手
渡
し
ま
し
た
。

亀
田
町
長
は｢

大
変
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
町
財
政
が
苦
し
い
な

か
、
助
か
り
ま
す
。｣

と
お
礼
し
、

今
年
は
川
目
地
区
に
設
置
す
る
予
定

で
す
と
述
べ
ま
し
た
。

今
月
は
、
町
が
掲
げ
る｢

人
づ
く

り｣
｢

活
力
あ
る
経
済
活
動
の
展
開｣

観
光
産
業
の
活
性
化｣

そ
し
て
、

｢

健
康
づ
く
り｣

の
４
つ
の
重
点
プ

ラ
ン
の
う
ち
、
２
番
目
の%

&
'
(

 
)
*
&
+
,
-
.
/

に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

町
は
、
産
業
振
興
と
地
域
経
済
の

活
性
化
は
、
賑
わ
い
や
活
力
の
あ
る

町
づ
く
り
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。
そ
の
た
め
に%

0
�
�
1
$

�
2
3
�
&
'
(
 
4
5
"
#
$
/

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、%

&
'
(
 
)

*
&
+
,
-
.
/

を
町
づ
く
り
の
重

点
事
業
と
し
て
掲
げ
ま
し
た
。

活
力
あ
る
経
済
活
動
を
構
築
し
て

い
く
た
め
に
、
今
年
度
は
、
仮
称

%
6
7
,
8
9
:
;
4
5
&
<
=
>

?
@
/

を
設
立
し
ま
す
。
野
辺
地
町

の
産
業
・
観
光
振
興
に
向
け
て
行
政

ば
か
り
で
な

く
、
商
工
業
、

観
光
業
、
農

林
水
産
業
、

あ
る
い
は
旅

館
組
合
、
サ
ー

ビ
ス
業
な
ど

関
係
す
る
各

業
種
の
方
々

が
一
堂
に
会
し
、
町
の
産
業
振
興
の

た
め
に
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
、
協

議
す
る
場
を
設
置
し
ま
す
。

そ
し
て
第
一
に%

A
B
C
4
5
,

D
E
/

で
は
、%

,
8
9
F
G
H
I
/

の
確
立
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

J
�
�
�
�
�
�
K
L

�M
�
N

�O

J

��
�
P

��
�
K
L
�
�
�
�
O

こ
の
よ
う
な
言
葉
が
は
ね
返
っ
て
く

る
よ
う
な
、
特
産
品
を
確
立
し
て
い

き
ま
す
。
友
好
都
市
埼
玉
県
菖
蒲
町

で
は
、
野
辺
地
ほ
た
て
は
大
変
好
評

で
す
。
今
年
も
交
流
を
通
し
て
、
町

の
特
産
物
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
今
年
４
月
、
埼
玉
県
川
口

市
で
県
と
一
緒
に
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス

と
し
て
、
ほ
た
て
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
行
い
ま
し
た
。
今
後
も
、
こ
の
よ

う
な
取
組
み
を
積
極
的
に
実
施
し
、

野
辺
地
町
の%

Q
,
R
'
/

を
発
信

し
て
い
き
ま
す
。

水
産
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
盤

整
備
に
も
力
を
注
ぎ
ま
す
。
現
在
、

建
設
中
の
仮
称%

S
T
U
V
W
/

、

今
年
は
公
園
部
分
が
完
成
し
ま
す
。

町
民
の
憩
い
の
場
と
な
る
と
と
も
に
、

町
の
大
き
な
観
光
資
源
と
し
て
活
用

し
て
い
き
ま
す
。

次
は
、%

X
&
�
Y
Z
�
�
[
5

,
&
<
=
/

で
す
。
町
で
は
、
魅
力

あ
る
商
店
街
づ
く
り
を
進
め
て
い
く

た
め
に
、
今
年
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
事

業
の
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
の
支

援
と
、
商
店
街
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

を
図
る
た
め
に
、
駅
前
か
ら
新
町
ま

で%
[
\
]
]
^
_
`
a
b
5
/

を

実
施
し
ま
す
。

最
後
は
、%

�
4
�
c
/

の
推
進

で
す
。
町
で
生
産
さ
れ
た
も
の
は
そ

の
町
で
消
費
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
の
た
め
に
、
学
校
給
食
の
食
材

で
も
積
極
的
に
、
町
で
生
産
さ
れ
た

も
の
を
利
用
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。ご

存
知
の
よ
う
に
、
大
変
厳
し
い

町
の
財
政
状

況
で
あ
り
ま

す
が
、
必
要

な
事
業
に
つ

い
て
は
、
国
・

県
の
様
々
な

制
度
を
活
用

し
な
が
ら

%
�
"
#
$

�
d
e
,
f
g
�
/

を
モ
ッ
ト
ー
に
、

積
極
的
に
取
組
ん
で
い
き
ま
す
。
ま

た
、
若
者
か
ら
高
齢
者
に
至
る
ま
で
、

雇
用
の
場
の
確
保
は
重
要
な
課
題
で

あ
り
ま
す
の
で
、
機
会
あ
る
ご
と
に
、

こ
れ
の
誘
致
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い

き
ま
す
。

野
辺
地
町
に
住
ん
で
よ
か
っ
た
と

実
感
で
き
る
地
域
づ
く
り
を
心
に
刻

み
実
践
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人
は
、

毎
年
６
月
中
に｢

児
童
手
当
現
況
届｣

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
現
在

に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
状
況
を
記
載

し
、
引
き
続
き
児
童
手
当
を
受
け
る

要
件
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。
届
が
提
出
さ
れ

な
い
と
、
６
月
分
以
降
の
手
当
の
支

給
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
受
け
て
い
た
市

町
村
か
ら
転
出
し
た
場
合
は
、
児
童

手
当
の
受
給
権
が
消
滅
し
ま
す
。
転

入
し
た
市
町
村
で
手
当
の
支
給
を
受

け
る
た
め
に
は
、
新
た
に｢

児
童
手

当
認
定
請
求
書｣

の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
こ
の
手
続
き
が
遅
れ
ま

す
と
、
受
け
ら
れ
る
月
分
の
手
当
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
届
に
は
前
住
所
地
の

市
町
村
が
発
行
す
る｢

児
童
手
当
用

所
得
証
明
書｣

が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
転
出
の
際
に
ご
準
備
下
さ
い
。

詳
し
く
は
役
場
介
護
福
祉
課(

64－

２
１
１
１
内
線
２
４
７)

ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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●
受
給
者
が
会
社
員
等
で
あ
る
場
合

に
提
出
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●
そ
の
年
の
１
月
１
日
に
野
辺
地
町

に
住
所
が
無
か
っ
た
場
合
に
提
出
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広
報
５
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま

し
た
が
児
童
手
当
は
、
小
学
校
６
年

生
修
了
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。
対
象

と
な
る
方
は
、
早
目
に
手
続
き
を
済

ま
せ
ま
し
ょ
う
。
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児童手当は､ 児童を養育している人に手当を支給
することにより､ 家庭における生活の安定と､ 次代
の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を
目的としています｡

������

児童手当等は､ 小学校第６学年修了前の児童を養
育している方に支給されます｡
ただし､ 前年 (１月～５月までの月分の手当につ

いては前々年) の所得が一定以上の場合には､ 所得
制限により児童手当は支給されません｡
���	
��

第１子 5,000円 (月額)
第２子 5,000円 (月額)
第３子以降 10,000円 (月額)

���	
���

児童手当の支給は､ 認定請求した日の属する月の
翌月から開始 (一部特約があります) され､ 支給事
由の消滅した日の属する月分で終わります｡
なお､ 原則として手当は､ 毎月２月､ ６月､ 10月

に､ それぞれの前月分までが支給されます｡

����

所得制限により児童手当を受けられない会社員等
(厚生年金に加入している人) については､ その人
の前年 (１月から５月までの月分の手当については
前々年) 所得が一定額未満の場合に限って､ 特例給
付 (児童手当と同額) が支給されます｡
��������

平成18年度における所得制限限度額は下記のとお
りです｡
なお､ 前年度の所得制限で児童手当が支給されな

かった方も､ 今年度要件を満たせば支給される可能
性がありますので､ 役場介護福祉課 (64－2111内線
247) までお問い合わせください｡
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屋
内
温
水
プ
ー
ル『
サ
ン
ビ
レ
ッ

ジ
の
へ
じ』

で
、
次
の
と
お
り
初
心

者
か
ら
中
級
者
を
対
象
と
し
た
前
期

ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
を
開
催
し
ま

す
。定

員
に
な
り
し
だ
い
締
め
切
り
ま

す
の
で
、
参
加
料

(

入
館
料
含
む)

を
添
え
て
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

'
(
�

６
月
２
日(

金)

か
ら

)
*

セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

ク
ラ
ブ
青
森
指
導
員

+
,
-
.
/
0

サ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
の

へ
じ(

64－

９
７
７
７)
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6
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A
B
C

小
学
校
３
年
〜
６
年
生

D
E

団
費
５
�
０
０
０
円
／
年

(

ス
ポ
ー
ツ
保
険
料
含
む)

+
,
'
(

随
時
受
付

F
G
H
I
J
%
K
L
M
C
?
@

N
�

６
月
11
日(

日)
@
/
O
P

中
央
公
民
館
前
広
場

�
Q

受
付
８
時
30
分
／
出
発
９
時

L
M
R

大
人(

中
学
生
以
上)

７

０
０
円
・
子
供

(

小
学
生
以
下)

５
０
０
円
／
記
念
写
真
代
７
０
０

円(

希
望
者
の
み)

+
,
-
.
/
S
0

役
場
税
務
課
内

野
呂(

６
４－

２
１
１
１
／
自
宅
６

４－

４
７
９
３)

ま
た
は
ス
ポ
ー
ツ

ロ
ー
ド(

６
４－

１
６
９
３)

+
,
-
.
/
S
0

観
光
物
産
Ｐ
Ｒ

セ
ン
タ
ー
内
野
辺
地
町
観
光
協
会

(

64－

９
５
５
５
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
64－

９

５
０
１)

T
U

６
月
６
日(

火)

午
後
５
時

当
日
の
申
込
参
加
は
出
来
ま
せ
ん
。
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K

６
月
10
日(

土)

午
後
１
時
30
分
よ
り

Z
\
]

中
央
公
民
館

)
*

伊
藤

一
允
氏

(

元
野
辺
地
町
史
編
さ
ん
委
員)

^
&

野
辺
地
町
歴
史
を
探
る
会

町
立
歴
史
民
俗
資
料
館

__
`̀
aa
bb
cc
dd
ee
PP
ff
gg
hh
ii
gg
SS

j
k
l
m
c
n
h
o
p
�

６
月
30
日(

金)

は
、
自
動
車
税

の
納
期
限
で
す
。

最
寄
り
の
銀
行
・
信
用
金
庫
等
の

金
融
機
関
、
郵
便
局
で
忘
れ
ず
に
納

め
ま
し
ょ
う
。
納
付
書
に
つ
い
て
い

る
納
税
証
明
書
は
車
検
の
際
に
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
車
検
証
と
一
緒

に
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

j
_
`
a
b
c
d
e
P
q
r
�
%
s
-

t
c
u
v
q
�
Q
w
x

次
の
と
お
り
、
十
和
田
県
税
事
務

所
で
は
、
休
日
開
庁
と
納
税
窓
口
の

時
間
延
長
を
行
い
ま
す
。
自
動
車
税

等
の
納
付
及
び
納
税
相
談
等
を
受
付

け
ま
す
。

u
v
y
z
�
Q

�
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※
県
内
の
各
県
税
事
務
所
及
び
各
地

域
県
民
県
税
部
に
お
い
て
も
、
同
様

の
休
日
開
庁
・
納
税
の
窓
口
時
間
延

長
を
実
施
し
ま
す
。

�
.
/
S
0

十
和
田
県
税
事
務
所

納
税
課

十
和
田
市
西
十
二
番
町
20－

12

青
森
県
十
和
田
合
同
庁
舎
１
階

電
話
０
１
７
６－

２
２－

８
１
１
１

内
線
２
１
３
・
２
１
４

県
税
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

http://www.pref.aomori.lg.jp.
/zeimu/

こ
れ
ま
で
、
港
湾
埠
頭
に
あ
る
緑

地
地
帯
を
通
称｢

緑
地
公
園｣

と
し
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� �� ６月25日(日)
午前６時 一部自治会は午前５時

～８時・小雨決行( )

���������	

て
き
ま
し
た
が
、
新
た
に

｢

愛
称｣

を
つ
け
る
た
め
に
、
町
民
の
皆
様
か

ら
そ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
募
集
し
ま
す

の
で
、
ご
応
募
く
だ
さ
る
よ
う
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

�
?
�
�

・
町
内
在
住
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で

も
応
募
で
き
ま
す
。
１
人
３
点
以
内

と
し
ま
す
。

・
申
込
み
は
、
募
集
す
る
愛
称
と
、

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
し

た
も
の
を
役
場
建
設
課
へ
郵
送
ま
た

は
持
参
す
る
か
、
も
し
く
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
応
募
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

・
申
込
期
限
は
、
６
月
30
日(

必
着)

ま
で
と
し
ま
す
。

・
採
用
と
な
っ
た

｢

愛
称｣

は
、
７

月
30
日
開
催
予
定
の

｢

の
へ
じ
常
夜

燈
フ
ェ
ス
タ｣

で
発
表
し
、
採
用
者

に
は
、
表
彰
状
と
記
念
品
を
贈
呈
し

ま
す
。

※
問
合
せ
等
は
、
役
場
建
設
課
ま
で

Ｔ
Ｅ
Ｌ
６
４－

２
１
１
１(

２
７
４)

6
�
�
�
�
�
�
q
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
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交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど

の
犯
罪
の
被
害
に
あ
い
、
警
察
や
検

察
庁
に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の

事
件
を
起
訴
し
て
く
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
不
満
を
お
持
ち
の
方

は
、
検
察
審
査
会
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
相
談
や
申
し
立
て
に
つ
い
て
の

費
用
は
一
切
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙
権
を
有

す
る
一
般
国
民
の
中
か
ら

｢

く
じ｣

で
選
ば
れ
た
11
人
の
審
査
員

(

法
律

の
規
定
に
よ
っ
て
審
査
員
に
な
れ
な

い
人
も
あ
り
ま
す)

が
、
検
察
官
が

事
件
を
起
訴
し
な
か
っ
た
こ
と
の
善

し
悪
し
を
審
査
し
ま
す
。

'
(
)
*

〒
０
３
０－

０
８
６
１

青
森
市
長
島
一
丁
目
３－

26

青
森
地
方
裁
判
所
内
青
森
検
察
審

査
会
事
務
局(

０
１
７－

７
２
２－

５
３
５
１
内
線
２
３
０
０
・
２
３

０
１)
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パズル・パレス 上・下 ダン・ブラウン

秀 吉 の 枷 上 ・ 下 加 藤 広

ウ ル ト ラ ・ ダ ラ ー 手 嶋 龍 一

棄 霊 島 上 ・ 下 内 田 康 夫

無 痛 久坂部 羊

浮 か れ 黄 蝶 平 岩 弓 枝

医者以前の健康の常識 平 石 貴 久

うちの子､ どうして同じ服
ば か り 着 た が る の ？ ジェイナ・マーフィー

ウ ェ ヴ 新 化 論 梅 田 望 夫

３週間続ければ一生が変わる ロビン・シャーマ

5 � 6 7

☆ ピーターラビットの本展 ６日 (火) ～20日 (火)
ビアトリクス・ポター生誕140周年を記念して､ ピー
ターラビットの絵本を中心に展示貸出を行います｡
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◆
奉
仕
活
動
／
３
日(

土)

９
時
30

分
〜

◆
一
輪
車
教
室
／
６
日

(

火)

、
12

日

(

月)

、
19
日

(

月)

、
27
日

(

火)

い
ず
れ
も
15
時
30
分
〜

◆
英
語
教
室
／
８
日

(

木)

、
22
日

(

木)

16
時
〜

◆
料
理
教
室
／
10
日(

土)

10
時
〜

(

参
加
費
１
０
０
円
・
申
込
締
切

８
日
ま
で)

◆
お
茶
の
教
室
／
17
日(

土)

13
時

30
分
〜(

参
加
費
１
０
０
円
・
申

込
締
切
16
日
ま
で)

◆
避
難
訓
練
／
20
日(

火)


�

�
�

�
�
�

���

�


�
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◆
お
は
な
し
会
／
３
日(

土)

10
時

〜
◆
英
会
話
サ
ー
ク
ル
／
７
日
・
21
日

の
水
曜
日
、
ま
た
は
12
日
・
26
日

の
月
曜
日
、
い
ず
れ
も
10
時
〜
11

時
ま
で

◆
朗
読
の
会｢

秋
桜｣

／
８
日(

木)

10
時
〜

◆
映
画
を
楽
し
む
会
／
８
日

(

木)

13
時
30
分
〜｢

ア
イ
ガ
ー
・
サ
ン

ク
シ
ョ
ン｣

◆
お
は
な
し
工
房｢

読
み
聞
か
せ
と

簡
単
な
工
作｣

／
10
日(

土)

14

時
〜

◆
古
典
に
親
し
む
会
／
16
日

(

金)

13
時
30
分
〜｢

平
家
物
語｣

◆
虹
色
の
会
／
17
日(

土)

13
時
30

分
〜

◆
絵
本
を
楽
し
む
会
／
21
日

(

水)

10
時
〜

◆
ブ
ッ
ク
ハ
ロ
ー(

７
ヶ
月
検
診
・

健
康
増
進
セ
ン
タ
ー)

／
21
日

(

水)

10
時
〜

◆
昔
ば
な
し
と
紙
芝
居
会
／
24
日

(

土)

14
時
〜
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犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を
、

次
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
毎
年
１
回

必
ず
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

既
に
登
録
済
み
の
飼
主
の
方
に
は
、

ハ
ガ
キ
で
通
知
し
ま
す
の
で
、
そ
の

ハ
ガ
キ
を
必
ず
お
持
ち
に
な
っ
て
下

さ
い
。

ま
た
、
登
録
を
済
ま
せ
て
い
な
い

犬
の
飼
主
の
方
は
登
録
を
し
、
今
年

度
ま
だ
予
防
注
射
を
受
け
て
い
な
い

犬
と
生
後
91
日
以
上
に
な
っ
た
犬
に

は
、
忘
れ
ず
に
予
防
注
射
を
受
け
さ

せ
て
下
さ
い
。

'
(
)
*
+
�
,
-
.
/
"0

１
頭
に
つ
き
３
�
０
０
０
円

'
1
2
3
4
*
+
�
5
.
/
"0

１
頭
に
つ
き
３
�
０
０
０
円

な
お
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
、

健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
内
の
環
境
保
健

課
ま
で
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。

(

Ｔ
Ｅ
Ｌ

64－

１
７
７
０)

◎
飼
犬
が
死
亡
し
た
と
き

◎
飼
主
の
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

◎
飼
主
が
変
わ
っ
た
と
き

◎
そ
の
他
登
録
内
容
に
変
更
が
あ
っ

た
と
き

�

�
�

�
�

�
�

�
�
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第１次 ６月５日(月)～９日(金)

月日 時 間 場 所

６
月
５
日(

月)

９：３０～１０：１０ 烏帽子コミュニティセンター

１０：２０～１１：００ 町 立 体 育 館

１１：１０～１１：４０ 山 田 印 刷 向 ( 駅 前 )

１３：１０～１３：３０ 老 人 福 祉 セ ン タ ー 前

１３：４０～１４：００ 新道・カトリック幼稚園裏門前

１４：１０～１４：３０ 中 央 公 民 館 前 駐 車 場

１４：４０～１５：００ 上 袋 町 集 会 所 前

６
月
６
日(

火)

９：３０～ ９：４０ 川目第５班ごみｽﾃｰｼｮﾝ向(原田氏農作業所前)

９：５０～１０：１０ 下町２区自治会集会所前

１０：２０～１０：４０ 第 ２ 久 保 田 歯 科 前

１０：５０～１１：２０ 杉 豊 商 店 駐 車 場

１３：１０～１３：３０ ク ロ ー バ ー 作 業 所 前

１３：４０～１４：００ 鳴沢コミュニティセンター

１４：１０～１４：３０ 野 辺 地 ホ ー ム 入 口

１４：４０～１５：００ 役 場 前

６
月
７
日(
水)

９：３０～１０：００ 中 道 ふ れ あ い 公 園

１０：１０～１０：３０ 古 林 ス ト ア 前

１０：５０～１１：０５ 斎 藤 整 骨 院 前

１１：１５～１１：３０ 金 沢 町 集 会 所 前

１３：１０～１３：３０ 裁 判 所 前

１３：４０～１４：００ 岡 山 食 堂 前

１４：１０～１４：４０ 馬 門 公 民 館 前

６
月
８
日(

木)

９：３０～ ９：５０ 愛 宕 公 園 駐 車 場

１０：００～１０：２０ 石 孝 電 機 工 業 前

１０：３０～１１：００ 勤 労 青 少 年 ホ ー ム

１１：１０～１１：３０ 海 水 浴 場 駐 車 場

１３：１５～１３：２０ 上 目 ノ 越 バ ス 停 前

１３：２５～１３：３０ 目 ノ 越 婦 人 ホ ー ム 前

１３：５０～１４：１０ 有戸地区学習等供用センター

１４：２０～１４：３０ 明 前 農 作 業 休 養 施 設 前

１４：４０～１４：５０ 木 明 農 作 業 休 養 施 設 前

１５：００～１５：１０ 干 草 橋 農 協 集 荷 所 前

６
月
９
日(

金)

９：３０～ ９：５０ 国道４号 馬門温泉入口交差点付近

１０：００～１０：２０ む つ 湾 温 泉 前

１０：３５～１０：５０ 観光物産ＰＲセンター駐車場

１１：００～１１：２０ えぼしグラウンド歩道橋付近

１３：１０～１４：００ 健康増進センター駐車場

��������	
��
65歳以上の方で ｢介護保険被保険者証｣ を受け取ってい

ない方は印かんをお持ちになって､ 役場介護福祉課へおい
でください｡

�������������

要介護認定等の有効期間が平成18年７月31日までの方は､
申請ができます｡
 !"# 介護福祉課 (64－2111内線244)
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町
で
は
、
青
森
県
信
用
保
証
協
会

と
、
中
小
企
業
者
の
事
業
資
金
に
か

か
る
借
り
入
れ
を
円
滑
に
す
る
た
め
、

次
の
特
別
保
証
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

地
元
中
小
企
業
者
の
ご
利
用
し
や

す
い
制
度
と
し
て
、
き
め
こ
ま
か
な

対
応
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
大
い
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。な

お
、
詳
し
い
こ
と
は
青
森
県
信

用
保
証
協
会
十
和
田
支
所(

０
１
７

６－

23－

４
３
３
１)
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消
防
法
の
改
正
に
よ
り
、
す
べ
て

の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
等
の

設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
、
北
部
上
北

広
域
事
務
組
合
火
災
予
防
条
例
で
設

置
・
維
持
の
基
準
が
定
め
ら
れ
ま
し

た
。(

平
成
17
年
９
月
29
日
公
布)

'

�

(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
�

�
2
3

��4
�
�
5
�
"
6
7
8
9

※
上
記
の
日
に
す
で
に
新
築
工
事
中

の
住
宅
は
、
二
の

｢

既
存
住
宅｣

と
同
様
の
扱
い
と
な
り
ま
す
。

:

�

;
<
*
+
,
2
3

�	4
�
�
5

�
6
7
8
9

(

既
存
住
宅
と
は
、｢

平
成
18
年
６

月
１
日
現
在｣

す
で
に
建
て
ら
れ
て

い
る
住
宅)

※
条
例
の
施
行
日
か
ら
二
年
間
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
期
間

内
に
設
置
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

=
�
>
*
+
�
�
�
?
@
A
B
#
C

D
E
�
/
F
G

○
住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
数
が
急
増

し
て
お
り
、
平
成
15
年
に
は
全
国

で
１
０
４
１
人

(

放
火
自
殺
を
除

く)

と
昭
和
61
年
以
来
１
０
０
０

人
を
超
え
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
七
割
が
逃
げ
遅
れ
に

よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
の
過

半
数
は
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ

り
、
今
後
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴

い
死
者
数
の
さ
ら
な
る
増
加
が
心

配
さ
れ
て
い
ま
す
。

=
*
+
9
�
?
@
A
B
H
I
J
K
L

�
M
/
F
G

○
ご
家
庭
に
設
置

す
る
住
宅
用
火

災
警
報
器
等
に

は
下
の
２
種
類

が
あ
り
ま
す
。
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｢

煙
感
知
器｣

煙
が
火
災
警
報
器

に
入
る
と
音
や
音
声
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

｢

熱
感
知
器｣

火
災
警
報
器
の
周

囲
温
度
が
一
定
の
温
度
に
達
す
る

と
音
や
音
声
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

=
K
N
�
O
P
Q
R
/
F
G

○
一
戸
建
て
住
宅
、
共
同
住
宅
な
ど

の
ア
パ
ー
ト
、
店
舗
等
併
用
住
宅

な
ど
全
て
の
住
宅
の
主
な
寝
室
、

階
段
等
に
設
置
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

=
S
T
C
O
P
Q
R
/
F
G

○
住
宅
の
関
係
者
と
定
め
ら
れ
て
お

り
、
住
宅
の
所
有
者

(

家
主
等)

、

管
理
者(

管
理
人
、
管
理
会
社
等)

、

占
有
者

(

居
住
者)

の
い
ず
れ
か

の
方
が
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

=
K
N

U
V

W
R
/
F
G

○
消
防
設
備
業
者
の
他
、
一
部
の
ホ
ー

ム
セ
ン
タ
ー
や
家
電
量
販
店
も
取

り
扱
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
新
築
・
改
築
の
際
に
は
、

ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
や
施
工
会
社
に

も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

=
X
Y
J
K
T
Z
Q
R
/
F
G

○
住
宅
用
火
災
警
報
器
等
の
価
格
は

種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、

単
体
の
も
の
で
あ
れ
ば
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

一.

国
産
品

５
�
０
０
０
円

〜
１
万
数
千
円

二.

海
外
製
品

１
�
０
０
０
円

台
〜
数
千
円

で
販
売
さ
れ
て

い
ま
す
。

=
K
L
�
[
\

M
]
^
_
F
G

○
国
の
基
準
に
適
合
し
、｢

日
本
消

防
検
定
協
会｣

の
検
査
に
合
格
し

た
製
品
に
は
、
日
本
消
防
検
定
協

会
の

｢

鑑
定｣

マ
ー
ク
が
つ
い
て

い
ま
す
。

※
日
本
の
法
令
に

適
合
し
た
日
本

消
防
検
定
協
会

の

｢

Ｎ
Ｓ
マ
ー

ク｣

の
つ
い
た

商
品
を
選
び
ま

し
ょ
う
。

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�

�

住
宅
用
火
災
警
報
器
等
の
設
置
義

務
化
に
伴
っ
て
、
不
適
切
な
販
売
行

為
の
増
加
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
等
の
訪
問
販
売

に
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

契
約
書
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
８

日
以
内
で
あ
れ
ば
、
契
約
を
解
除
で

き
る
制
度
で
す
。

`
a
b
c

消
防
本
部

０
１
７
５－

64－

０
６
５
０

野
辺
地
消
防
署

０
１
７
５－

64－

３
１
２
６
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｢

よ
か
っ
た
ね
。
こ
れ
か
ら
も
、
食

べ
た
ら
歯
み
が
き
頑
張
ろ
う
ね
。｣

(

母
、
幸
、
金
沢)

�� �
�

�
��

��	

｢

む
し
歯
ゼ
ロ
よ
か
っ
た
ね
。
こ
れ

か
ら
も
歯
み
が
き
が
ん
ば
ろ
う

ね
！
。｣

(

母
、
真
珠
美
、
上
袋)

�� �
���

��

｢

し○
っ
か
り
ゴ
シ
ゴ
シ

よ○
く
ゴ
ロ
ゴ
ロ
ぺ
ッ

わ○
わ
ぁ
！
と
む
し
ば
マ
ン
に
げ
て

く
よ｣

(

母
、
千
春
、
中
袋)

�� �
��

�
��

��

｢

大
好
き
な
歯
み
が
き
！
こ
れ
か
ら

も
、
毎
日
つ
づ
け
よ
う
ね
。｣
(

母
、
奈
緒
子
、
川
目)

���������	
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次の日程で結核検診を実施します｡
各地区の保健協力員が受診票を配布してまわります｡ 訪問できなかった場合､ 当日受診票を発行できますので､ お

近くの巡回場所においでください｡
なお､ 町では結核以外の胸部疾患へも対応可能な肺がん検診の受診をお勧めしています｡

������
対 象：平成19年３月31日までに65歳以上になる方
月日 時 間 場 所

７
月
12
日(

水)

9：00～ 9：20 えぼしコミュニティセンター
9：30～ 9：45 元 西 野 商 店 前 ( 川 目 )
9：55～10：15 近 藤 町 ( 佐 々 木 さ ん 宅 前 )
10：25～10：45 観 光 Ｐ Ｒ セ ン タ ー
10：55～11：15 町 立 体 育 館

７
月
13
日(

木)

9：00～ 9：20 クローバー作業所 (松ノ木平)
9：30～ 9：50 ヤ マ ヨ 下 町 店 駐 車 場
10：00～10：20 第 ２ 久 保 田 歯 科 医 院 前
10：30～10：50 丸 山 商 店 前
11：00～11：20 愛 宕 公 園 駐 車 場

７
月
14
日(

金)

9：00～ 9：20 中 央 公 民 館
9：30～ 9：45 岡 山 食 堂
9：55～10：10 馬門中地区隣接道路 (斉藤起一さん宅隣)
10：20～10：35 馬 門 公 民 館
10：45～11：00 元 柴 久 商 店 前
11：10～11：30 健 康 増 進 セ ン タ ー

８
月
２
日(

水)

9：00～ 9：30 役 場 前
9：40～10：00 松 竹 食 堂 前
10：10～10：40 古 林 酒 店 横
10：50～11：10 勤 労 青 少 年 ホ ー ム

８
月
３
日(

木)

9：00～ 9：15 目ノ越地区農産物加工等施設 (婦人ホーム)
9：25～ 9：40 有戸地区学習等供用センター
9：50～10：10 塩 谷 商 店 前 ( 明 前 )
10：20～10：35 木明地区農作業管理休養センター
10：45～11：00 らくのう青森農業協同組合前
11：10～11：30 ㈱木村管工駐車場 (武田家畜診療所隣)

月日 時 間 場 所

８
月
４
日(

金)

9：00～ 9：20 ㈲ 石 孝 電 機 工 業 横
9：30～ 9：50 さ い と う 整 骨 院 前
10：00～10：20 金 沢 集 会 所 ( 大 祐 堂 )
10：30～11：00 野 辺 地 中 学 校 講 堂 前
11：10～11：40 漁 業 協 同 組 合 前

弘
前
大
学
教
育
学
部
付
属

野
辺
地
中
学
校
閉
校
40
周
年

記
念｢

同
窓
の
集
い｣

実
行

委
員
会

(

稲
垣
鈴
夫
会
長)

が
４
月
24
日
、
同
窓
の
集
い

の
参
加
者
か
ら
集
め
た
会
費

の
残
金
を
町
と
町
社
会
福
祉

協
議
会
に
寄
付
し
ま
し
た
。

実
行
委
員
会
で
は
、
集
い

の
参
加
者
か
ら
集
め
た
会
費

の
残
金
を
、｢

町
の
図
書
購

入
費
や
、
町
社
協
の
福
祉
関

連
に
役
立
て
て
も
ら
い
た
い

い｣

と
決
め
、
町
に
10
万
円
、

町
社
協
に
20
万
６
�
３
３
５

円
を
寄
付
す
る
こ
と
に
し
、
当
日
、

稲
垣
会
長
、
荒
川
福
巳
事
務
局
長
、

実
行
委
の
熊
谷
麗
子
さ
ん
な
ど
が
亀

田
町
長
を
訪
れ
、
現
金
を
手
渡
し
ま

し
た
。
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戸
籍
の
窓｣

に
は
、
当
町
に
住
民

登
録
し
、
当
町
に
届
け
ら
れ
た
出
生

と
死
亡
に
つ
い
て
掲
載
し
て
い
ま
す

が
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す

る
こ
と
な
の
で
、
載
せ
て
ほ
し
く
な

い
場
合
は
届
け
出
の
さ
い
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。(

４
月
受
付
分)町

民
課
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国民年金・厚生年
金等に関すること

６月８日(木)
11：00～14：30

中 央 公 民 館 青森社会保険事務所
０１７－７３４－７４９５国民年金保険料納

付に関すること
６月23日(金)
11：00～15：00

; < * + 税務に関すること ６月20日(火)
10：00～15：00 役 場 行 在 所 仙台国税局税務相談室八戸分室

� = * +
困りごと・いやがらせ等
人権の擁護に関すること

６月１日(木)
９：00～12：00 中 央 公 民 館 人権擁護委員

> ? * +
行政に関する苦情・
要望等に関すること

６月20日(火)
９：00～12：00 役 場 相 談 室 行政相談委員

@ A * +
しつけ・いじめ等
に関すること

月～金曜日 (祝・祭日除く)
10：00～16：00

教 育 委 員 会
直 通 電 話 64－４９５４

5 6 B C
* +

介護に関すること 月～金曜日 (祝・祭日除く)
９:00～12：00

野辺地ホーム
直 通 電 話 64－１０７０

D A # * +
子育てやしつけに
関すること

毎週金曜日
13:00～16：00

子育てサポートセンター
(健康増進センター)

子育てサポーター
64－８０８０ (直通)
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平
成
17
年
の
年
平
均
の
全
国
消
費

者
物
価
数
が
、
対
前
年
マ
イ
ナ
ス

０

.

３
％
で
あ
っ
た
た
め
、
平
成
18

年
度
の
年
金
額
は
、
前
年
度
よ
り

０.
３
％
少
な
い
額
と
な
り
ま
し
た
。

老
齢
基
礎
年
金(

満
額
・
40
年
間

納
め
た
場
合)

７
９
２
�
１
０
０
円

障
害
基
礎
年
金

(

一
級)

９
９
０
�
１
０
０
円

(

二
級)

７
９
２
�
１
０
０
円

遺
族
基
礎
年
金

(

子
の
あ
る
妻)

１
�
０
２
０
�
０
０
０
円

(

子
の
み
、
１
人)

７
９
２
�
１
０
０
円

平
成
18
年
４
月
分
か
ら
新
し
い
年

金
額
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
６
月
の

定
期
支
払

(
４
月
分
及
び
５
月
分)

か
ら
変
更
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
照
会
は
、
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル(

す
で
に
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
、
０
５
７
０－
０
７－

１
１
６
５)

、
ま
た
は
お
近
く
の
社

会
保
険
事
務
所
ま
で
。

社
会
保
険
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も

ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://www.sia.go.jp/
国
民
年
金
で
は
、
所
得
が
少
な
い

な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
の
が
経
済

的
に
難
し
い
方
に
対
し
て
、
申
請
し

て
認
め
ら
れ
る
と
保
険
料
が
免
除
ま

た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

次
の
３
種
類
で
す
。

�
�
�
�
�

全
額
免
除
、
半
額
免
除
に
加
え
、

平
成
18
年
７
月
か
ら
は
４
分
の
３
免

除
、
４
分
の
１
免
除
が
始
ま
り
ま
す
。

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
全
額
ま
た

は
一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
一
部
免
除
の
方
は
、
残

り
の
保
険
料
を
納
め
な
い
と
未
納
扱

い
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

�
�
�
�
�

�
 
�
�

学
生
を
除
く
30
歳
未
満
の
方
で
、

本
人
・
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
申
請
に

よ
り
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

!
"
#
�

$
%
�

�

学
生
の
方
で
、
本

�


�
�

�
�

�
�
�

�
�

人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

①
〜
③
の
期
間
は
、
老
齢
・
障
害
・

遺
族
基
礎
年
金
の
資
格
期
間
に
入
り

ま
す
。
そ
し
て
、
老
齢
基
礎
年
金
の

年
金
額
に
は
、
全
額
免
除
で
全
額
納

付
の
３
分
の
１
反
映
、
半
額
免
除
で

３
分
の
２
反
映
、
４
分
の
３
免
除
で

２
分
の
１
反
映
、
４
分
の
１
免
除
で

６
分
の
５
は
反
映
さ
れ
ま
す
が
、
若

年
者
納
付
猶
予
制
度
と
学
生
納
付
特

例
制
度
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
保
険
料

を
納
め
る
こ
と(

追
納)

が
可
能
で
、

将
来
受
取
る
年
金
額
を
満
額
に
近
づ

け
ら
れ
ま
す
。(

３
年
目
以
降
は
、

当
時
の
保
険
料
に
加
算
金
が
つ
く
の

で
、
追
納
は
お
早
め
に
ど
う
ぞ)

免
除
申
請
の
受
付
は
、
役
場
国
民

年
金
担
当
窓
口
で
行
っ
て
い
ま
す
。

持
参
す
る
も
の
は
、
年
金
手
帳
、
印

か
ん
、
さ
ら
に
失
業
の
方
は
、
雇
用

保
険
受
給
者
証
、
ま
た
は
、
離
職
票

の
写
し
、
学
生
納
付
特
例
の
申
請
の

方
は
、
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

の
写
し
が
必
要
で
す
。

�
�

���
�

�
�

�

�
	



�

�

�




�

�

�
�

���
�

�
�

�

�
	



�

�

�
�

�
�

�
�

�

�




�

�

�
�

�
�

�
�

�

� � � � � � � � �

�G�HIJKLM

�



��

����� ���	
 ����� � � � � � �

����

�����

６月８日木�
13：30開始

７月６日木�
13：30開始

野辺地病院
小 児 科
(64－3211)

〈６月８日〉
平成18年２月生まれ

〈７月６日〉
平成18年３月生まれ

育児相談
離乳食前期指導
身体計測
小児科医診察等
結核予防法によるＢＣ
Ｇワクチンの定期接種

対象者には個別に通
知します｡

��� !"#

$���

���%&

６月21日水�
10：00開始

健 康 増 進
セ ン タ ー
(64－1770)

電話でのご
相談・お問
い合わせは
64－8080
(はればれ)
火・木曜日

平成17年11月生まれの乳児

育児相談
離乳食中期指導
離乳食試食
身体計測

母子健康手帳､ バス
タオルをお持ちくだ
さい｡
対象者への個別通知
はしておりません｡
毎月の広報で確認の
うえ､ おいでくださ
い｡

'(���

�����

６月21日水�
13：00開始

平成17年８月生まれの乳児 育児相談
離乳食後期指導
身体計測・歯科保健指
導・歯科健診等

)*�

�����

６月21日水�
13：30開始

平成17年６月生まれの乳児

+,-.

���%&

６月21日水�
14：30開始

０歳児から就学前まででこれまでの
こども健診・相談の対象月年齢以外
の児 (希望者)

育児相談・栄養相談
身体計測
歯科健診等

できれば､ 前日まで
に環境保健課にお申
し込みください｡

)*/���

�����

７月14日金�
13：05開始

平成16年12月～平成17年１月生まれ
の幼児

育児相談・身体計測
小児科医診察
歯科健診等

対象者には個別に通
知します｡

�01.%&
６月16日金�
15：00開始

ことばなどの発達で相談したい幼児
個別相談・指導 (わか
ば学級教諭が対応)

前日までに､ 環境保
健課にお申し込みく
ださい｡

2*�

�����

６月16日金�
12：40開始

平成14年11月～12月生まれの幼児

育児相談・身体計測
生活栄養指導
小児科診察・歯科健診
尿検査・聴覚検査等

対象者には個別に通
知します｡

343456789

火・木曜日
(祝祭日除く)
８：30～17：00

妊婦､ 産後の方､ 育児中の母親､ 家
族の方など

妊娠・育児の電話相談
(保健師が対応)

:;<=>1>

?@%&

思春期の方､ 思春期のお子さんをも
つ親など

思春期のこころやから
だの電話相談
(保健師が対応)

AB�C%&

火・木曜日
(祝祭日除く)
８：30～17：00

町民一般

健診結果の説明､ 健康
管理についてのアドバ
イスなど健康に関する
相談 (保健師が対応)

あれば健康手帳や健
診結果通知書をお持
ちください｡
申し込みは不要です｡

D !"#E

FGH

６月20日火�
６月28日水�

①平成17年１月～平成18年１月生ま
れの乳幼児
②平成16年12月以前生まれで未接種
の幼児 (生後90ヶ月未満まで)

予防接種法による定期
接種

対象者には個別に通
知します｡
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☆保護者の同伴なしで実施された予防接種により健康被害が発生した場合､ 予防
接種法に基づく救済措置ができません｡
☆ ｢保護者｣ とは①特別な場合を除き父母のみが該当し､ 祖父母等は含まれない

②親権を行う者又は後見人のこと

]^_�C`a.b�=c#%&0defghi�jk�Nlmn(o'pm((R0-qr3s
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